
介護予防サポーターによる介護予防教室の支援（八尾市） 

○「介護予防サポーター養成講座」を受講した者が、市主催の介護予防教室に  

  おいて、教室運営を支援。 

○平成２１年度から実施し、平成２５年４月現在２６名を登録。 

介護予防サポーター養成講座 

「介護予防サポーター」登録 

普及啓発事業（介護予防教室） 

受 付 血圧測定 見守り 

 

 



 

 

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名 八尾市 

②人口（※１） 270,029人 （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

65歳以上 24.76％ 

75歳以上 10.80％ 

（      ） 

① 取組の概要 「介護予防サポーター養成講座」を受講後、「介護予防サポーター」として登録

し、市主催の介護予防教室において、運営の補助を行う。 

 

⑤取組の特徴 

 

市が実施する介護予防や健康づくりへの取り組みに、市民（サポーター）が関

わってもらうことによって、市は市民視点の意見を聴取する機会を得、より良

い取り組みへ繋げていくことができる。 

⑥開始年度 平成２１年度 

⑦取組のこれまで

の経緯 

介護予防の普及促進、地域における介護予防の自主的に活動を推進していくた

めの人材活用・育成等を目的として創設。 

 

⑧主な利用者と人

数 

「介護予防サポーター養成講座」を受講した者。２６名 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

八尾市 

 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

介護予防サポーターの養成。 

 

 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

 

⑫取組の課題 現在は八尾市主催の介護予防教室のサポートのみであり、活躍できる範囲が狭

い。 

⑬今後の取組予定 介護予防教室のサポート以外の場でも活躍できる場を提供していく。 

 

 

⑭その他  

 

 

⑮担当部署及び連

絡先 

八尾市健康福祉部高齢福祉課 

072-924-3837 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 

大 阪 府 

  

 



八尾市市民介護予防推進員設置要綱 

 

  （目的） 

第１条  この要綱は、八尾市における介護予防を広く普及し、高齢者の介護予防に関する市が実施す

る各種教室、イベント等普及啓発活動及び市民等の自主的な活動を促進させるため、市民介護予防

推進員の設置及び運営等について定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、市民等の自主的な活動とは、地域において市民が自主的に実践する高齢

者の介護予防及び健康づくりに資する活動をいう。 

２ この要綱における市民介護予防推進員の呼称を「介護予防サポーター（以下「サポーターとい

う。」）」とする。 

（活動内容） 

第３条  サポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。 

(1) 前条に規定する活動の積極的な推進 

(2) 市が行う介護予防に関する取り組みへの積極的な参加及び協力 

（選任） 

第４条  サポーターは、次の各号に該当する者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市長が市民の中から介護予防に関心の高い者を公募し、市が実施する介護予防やサポーター養

成に関する講座等を履修した者 

(2) 前号のほか、市長が適当と認めた者 

（任期） 

第５条  サポーターの任期は、委嘱した日から当該年度末までとし、再任を妨げない。 

（委嘱の取消し） 

第６条  市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。 

  (1) 辞退の申し出があったとき。 

(2) 本市内に住所を有しなくなったとき。 

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。 

(4) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。 

（研修等） 

第７条  市長は、第３条第１項に規定する活動内容の遂行に資するため、研修会及び介護予防教室見

学会等を開催することができる。 

（庶務） 

第８条  サポーターに関する事務は、健康福祉部高齢福祉課において行う。 

    附  則 

この要綱は、平成２１年４月２２日から実施する。 

    附  則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

  

 



 

平成２５年度八尾市地域ケア会議体制 

 

 

八尾市地域ケア会議 

医師会・歯科医師会・薬剤師会・弁護士会・警察署・保健所・社会福祉協議会（地区福祉委員会）・

民生委員児童委員協議会・訪問看護ステーション連絡会・居宅介護支援事業者部会・認知症疾患

医療センター・消防署・地域包括支援センター連絡会・八尾市・その他必要な機関 

地域ケア連絡協議会 

（虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ） 

北部ブロック 

（第１圏域） 

地域ｹｱｹｰｽ会議 

 

指導・助言 

西部ブロック 

（第２圏域） 

地域ｹｱｹｰｽ会議 

 

南部ブロック 

 (第３圏域)  

地域ｹｱｹｰｽ会議 

中部ブロック 

（第４圏域） 

地域ｹｱｹｰｽ会議 

東部ブロック 

（第５圏域） 

地域ｹｱｹｰｽ会議 

 

事務局 

萱振苑 

スローライフ

八尾 
事務局 

ﾎｰﾑ太子堂 

長生園 

事務局 

あおぞら 

緑風園 

事務局 

成法苑 

ｻﾎﾟｰﾄやお 

事務局 

寿光園 

信貴の里 

定例会 

随時会議 

定例会 

随時会議 

定例会 

随時会議 
定例会 

随時会議 

定例会 

随時会議 

随時会議における虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸの活用とともに、八尾市地域ケア会

議以外のメンバーについても必要に応じて参加を求める。 

連絡・報告 

  

 



　

高齢者・家族・地域住民

1. 地域の課題解決 

検討事例や検討課題に係る
内容 

平成２５年度 地域ケアケース会議の方向性 

地域ケアケース会議に属する 
関係機関等 

・機関の地域代表の参加 
・課題の共有・課題解決のための検討 

・具体策の提案及び新たな課題の抽出 
・関係機関への周知・実施 

個別ケース会議  
 ・ケースの実務担当者が参加 
 ・支援に関する役割分担、処遇検討 
地域の実態把握 

  ・地域の高齢者に関する実態や社会資 
  源等の情報収集 

随時会議 活発化 

地域での取り組み 

2. 学習会 

地域住民への啓発・課
題解決へとつないでいく 

参加委員が各々 
関係機関へ周知 

学習会 
参加委員（機関）からの情報

提供 

啓発 

相談 

＜テーマ＞ 
参加している委員が知りたい！ 
聞きたい！ 
是非知っておいてほしい！ 

地域ケアケース会議（定例会） 

・定例会における検討内容と新たな課題 
・地域ケア連絡協議会への報告 
・連絡協議会における検討・審議 
・方針決定、制度・政策への反映 

地域ケア連絡協議会 

 
 
 
支
 
援
 

 
 
 
支
 
援
 

北部 西部 南部 中部 東部 

 

 


